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7 供給契約の成立および契約期間 

(2)契約期間は、お客さまからの申し込みを当社が承諾してから、32

（供給契約の解約）により、当社が解約手続きを完了するまでとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30供給契約の変更 

お客さまが供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ（契約の申込み）

に定める新たに供給契約を希望される場合に準ずるものといたしま

す。また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料

金適用開始の日は、原則として検針日の翌日といたします。 

 

 

 

 

 

7 供給契約の成立および契約期間 

(2)契約期間は、次によります。 

イ 契約期間は、他に定めのない限り、供給契約が成立した日から、

料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。 

 

ロ 契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれからも 

契約変更等の申出がない場合は、契約は使用期間満了後も 1年ご

とに同一条件で更新いたします。なお、契約期間が更新される場

合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間

を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約

更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社

が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さま 

は、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。 

 

 

30供給契約の変更 

お客さまが供給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ（契約の申込み）

に定める新たに供給契約を希望される場合に準ずるものといたしま

す。ただし、供給契約を変更する場合（適用を受ける料金表の変更を

希望される場合を除きます。）の契約期間は、 7（供給契約の成立お

よび契約期間）(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。ま

た、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用

開始の日は、原則として検針日の翌日といたします。 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(修正) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 7年 4月 23日 

株式会社サイサン 

ガス小売供給約款新旧対照表 

新 旧 備考欄 
 

2 / 2 

32供給契約の解約 

(1)引越し（転出）等の理由による解約は以下のとおりといたします。 

イお客さまが、引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合に

は、廃止の期日の 15 日前までに、当社に通知していただきます。

この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス供給契約の解約

日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用

の廃止の期日後の後にその通知を受けた場合には、その通知を受

けた日をもって解約日といたします。なお、当社の責めとならな

い理由により当社が供給を廃止させるための処置ができない場合

は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に

解約があったものといたします。 

ロお客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、 

 すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認めら

れるときは、ガスの供給を終了させるための措置をとることがあ

ります。この場合、この措置をとった日に解約があったものとい

たします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、す

でに 27（供給の停止）の規定によりガスの供給を停止している場

合には、その停止した日に解約があったものといたします。 

（省略） 

 

32供給契約の解約 

(1)引越し（転出）等の理由による解約は以下のとおりといたします。 

イお客さまが、引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合に

は、あらかじめその廃止の期日を当社に通知していただきます。

この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス供給契約の解約

日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用

の廃止の期日後の後にその通知を受けた場合には、その通知を受

けた日をもって解約日といたします。なお、当社の責めとならな

い理由により当社が供給を廃止させるための処置ができない場合

は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に

解約があったものといたします。 

ロお客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、

すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認めら

れるときは、ガスの供給を終了させるための措置をとることがあ

ります。この場合、この措置をとった日に解約があったものとい

たします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、す

でに 27（供給の停止）の規定によりガスの供給を停止している

場合には、その停止した日に解約があったものといたします。 
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